
【適時開示に係る社内体制フロー】 

決算情報 

経理部 

決定事実 発生事実 連結子会社 

財務部 経営管理部 本社 各部 

情報管理責任者（経営管理部長）による会社情報の集約・管理 

重要性の判断及び情報開示の要否の検討 

代表取締役（適時開示決定） 

取締役会 

情報管理責任者 

証券取引所 

投資家 

報告 報告 報告 報告 

報告 

協議 

具申 

決議機関による承認 

適時開示情報システムへの登録 

・適時開示（プレスリリース） 
・ホームページへの開示 


